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2……救急車の適正利用を　　3福祉分野の就職説明会・研修会を開催
4～5……市立病院だより「きらり」　 6……年金通信
7……私立幼稚園、認定こども園園児募集　　8……ひまわり
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息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦
けんたいかん

怠感）、
高熱などの症状がある場合や、高齢者や糖
尿病、心不全などの基礎疾患がある場合な
どは、すぐにご相談ください。

午前 9時～午後 9時（伊賀保健所内／土・日曜日、祝日も可）
 24‐8050

帰国者・接触者相談センター

※午後9時から翌朝午前9時は、三重県救急医療情報
　センター（  059‐229‐1199）へ

一般的な問合せ先

新型コロナウイルス感染症に関する相談

●【伊賀保健所】 24‐8070
●【三重県】  059‐224‐2339

●【厚生労働省】  0120‐565653

いずれも午前 9時～午後 9時 ( 土・日曜日、祝日も可）

　市では、新型コロナウイルス感染症について、伊賀保健所を中心と
した既存の検査体制に加えて、県からの委託を受け、8月 20 日に市と
名賀医師会により「名張市ＰＣＲ検査センター」を開設しました。
　これにより、PCR検査（ウイルスの遺伝子を検出する検査）を受け
やすい環境を整備するとともに、地域医療体制を確保し、さらなる感
染拡大防止に取り組みます。
　なお、PCR検査センターでの検査は、かかりつけ医が検査が必要と
判断した患者を対象として実施します。

へのご協力をお願いしますへのご協力をお願いします国勢調査令和 2年令和 2年
　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人（外国人も含む）を対象
として 5年に 1度実施されます。日本の未来を考え、様々な施策に
役立て、その根拠となる資料づくりのための重要な調査です。

 令和2年国勢調査名張市実施本部（市役所3階）
　　  63‐7784

9 月 14日月～

調査員が皆さんのご自宅を訪問し、調査書類を配布します
◎訪問時には代表者の氏名と男女別の世帯人数をお尋ねします。

調査の趣旨説明やお尋ねをする際には、マスクを着用して原則として
インターホン越しに行います。インターホンが無い世帯など、やむを
得ず対面の必要が生じる場合は、できる限り距離を置きます。なお、
調査票は郵便受けやドアポストなどに入れて配布します。
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インターネットで簡単・便利に回答できます！

9 月 14日月～
10月 7日水

◎ご自宅に調査書類が届いたら、調査書類の中にある
　『インターネット回答利用ガイド』をご確認の上、回
　答してください。 国勢調査オンライン 検索

回答サイトへは…

10 月 1日木～  
 7 日水

紙の調査票で提出 (インターネットで回答済みの場合は提出不要です )

◎回答後は調査票を同封の返信用封筒に入れ、ポストに投函して
　いただくか、もしくは調査員が回収（配布の際に希望された場合）
　に伺います。

きま

！
おススメです！

調査員は腕章、 調査員証を身に付けています

国勢調査を装った詐欺や
不審な調査にご注意を！

　国勢調査では金銭を要求したり、銀行
口座の暗証番号やクレジットカード番号
をお聞きすることはありません。また、
国勢調査を装った不審な訪問者や電話・
電子メール・ウエブサイトにもご注意く
ださい。おかしいと感じたら問合せ先ま
でお知らせください。

◎回答の手順など詳しくは、調査員が後
　日調査票とともに配布する「国
　勢調査のお願い」または国勢調
　査のHPをご覧ください。

　県外への移動は、その必要性や移動先について、
　慎重に検討してください。特に、首都圏や関西
　圏の繁華街など、感染者が急増している地域と
　の不要不急の往来は自粛してください。
　県内外への感染防止対策が不十分な飲食店、ク
　ラブ、カラオケなどの利用を控えてください。
　感染が拡大している地域に勤務している人は、　
　勤務後の繁華街の訪問を自粛してください。
　飲食店、宿泊施設などの事業者の皆さんは、業
　種ごとの感染拡大予防ガイドラインなどに基づ
　き、感染予防を徹底してください。

　詳しくは、県HPをご覧ください。

　　都市部を中心に新型コロナウイルスの感染が急速に再都市部を中心に新型コロナウイルスの感染が急速に再
拡大し、県内でも新規感染者の発生が続くなど、予断を拡大し、県内でも新規感染者の発生が続くなど、予断を
許さない状況です。ウイルスを持ち込まない、ウイルス許さない状況です。ウイルスを持ち込まない、ウイルス

を拡散させないため、もう一度、気を引き締めて、感染を拡散させないため、もう一度、気を引き締めて、感染
防止対策の徹底をお願いします。防止対策の徹底をお願いします。

日常生活を営む上での
基本的な生活様式

厚生労働省ＨＰ
「新しい生活様式」
実践例を参照

5 年に 1度！
日本の未来のために
ご協力を

市民、事業所の皆さんへのお願い
○

○

○

○

◎

※6月からセンターの電話
番号が変更されています

  059‐224‐2344
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感染患者の特定につながる情報の発信・拡散や、　
個人や企業への人権侵害、誹謗中傷などは絶対　
に行わないでください。
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